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（目的） 

第１条 この規程は，いばらき結婚・子育てわくわくキャンペーンシンボルマ 

ーク(図１。以下「シンボルマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関 し，

必要な事項を定める。 

（使用の制限) 

第３条 シンボルマークは，茨城県内において結婚や子育てに関してポジティ 

ブな機運を醸成する活動に関わる場合に使用することができる。ただし，次 の

各号のいずれかに該当するときは使用するこ とができない。 

 （１）自己の商標や意匠にする等営利活動に利用する目的と認められるもの 

 （２）特定の政治活動や宗教活動に関わる目的と認められるもの 

 （３）公序良俗に反する目的と認められるもの 

 （４）いばらき結婚・子育てわくわくキャンペーンの趣旨に反するもの 

 （５）その他知事が不適当な目的と認めたもの 

（使用料） 

第３条 シンボルマークの使用料は，無料とする。 

（使用条件) 

第４条 シンボルマークの使用に際しては，基本デザインを縮小又は拡大して 

使用することとし，次の各号に掲げる変更及び表現は認めない。 

 （１）縦横比率の変更，バランスの変更，文字やその他図像の書き加えや消 

  去・省略 

 （２）色の変更(ただし，モノクロで使用する場合は除く。) 

 （３）ヨゴレ，カスレ等著しく明瞭性に乏しい表現 

（使用の中止） 

第５条 知事は，シンボルマークがこの規程に反して使用されるなど不適正使 

用が認められた場合は，使用者に対しその使用を中止させることができる。 

（補則） 

第６条 この規程に定めるもののほかシンボルマークの取扱いに必要な事項 

 は，知事が別に定める。 

 

 

 

 

 

 


